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(57)【要約】
【課題】　基地局間同期の際に、他の基地局装置から送
信された同期信号波を精度良く検出することができる基
地局装置を提供する。
【解決手段】　本発明の基地局装置ＢＳ１は、基地局装
置ＢＳ２から送信された信号を、指向性の異なる複数の
受信ビームパターンを用いて受信する受信部１１と、前
記複数の受信ビームパターンによって得られた複数の受
信波から基地局間同期を行うためのプリアンブル波を検
出する検出部２１と、前記複数の受信ビームパターンに
よって得られた複数の受信波から、一の受信波を選択す
る選択部２２と、を備えている。選択部２２により選択
された受信波から検出されたプリアンブル波に基づいて
、基地局装置ＢＳ２との間での基地局間同期を行う。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の基地局装置から送信された信号の受信波を用いて基地局間同期を行う基地局装置で
あって、
　前記他の基地局装置から送信された信号を、指向性の異なる複数の受信ビームパターン
を用いて受信する受信部と、
　前記複数の受信ビームパターンによって得られた複数の受信波から基地局間同期を行う
ための同期信号波を検出する検出部と、
　前記複数の受信ビームパターンによって得られた複数の受信波から、一の受信波を選択
する選択部と、を備え、
　前記選択部により選択された受信波から検出された前記同期信号波に基づいて、前記他
の基地局装置との間での基地局間同期を行うことを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記選択部は、前記同期信号波の検出精度に基づいて、前記一の受信波を選択する請求
項１記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記検出部は、前記複数のビームパターンによって得られた複数の受信波それぞれにつ
いて、前記同期信号波に対応する信号波形との相関値を演算して、前記同期信号波を検出
し、
　前記選択部は、前記相関値に基づいて、前記一の受信波を選択する請求項１又は２記載
の基地局装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、他の基地局装置との間で基地局間同期を行う基地局装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　ＷｉＭＡＸのように移動端末が通信可能な無線通信システムにおいては、基地局が各地
に多数設置される。各基地局がカバーするエリア（セル）内にある移動端末は、当該エリ
アをカバーする基地局との間で通信を行うことができる。
【０００３】
　移動端末が移動することにより、移動端末の通信相手となる基地局は変更されるが、基
地局が変更される際、移動端末は、同時に二つの基地局（サービング基地局とターゲット
基地局）からの信号を受信することになる。
　このため、移動端末の基地局間移動をスムーズに行うには、隣接する基地局間で、送信
タイミング及び搬送波周波数が揃っている基地局間同期が確保されている必要がある。
【０００４】
　基地局間同期がとれていると、移動端末の基地局間移動の際、移動端末が同時に二つの
基地局からの信号を受信でき、基地局間移動をスムーズに行える。
　ここで、基地局間同期のための技術としては、例えば、下記特許文献１記載のものがあ
る。
【０００５】
【特許文献１】特開昭５９－６６４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　基地局間同期をとるには、上記特許文献１のように、各基地局装置が、ＧＰＳ衛星から
ＧＰＳ信号を受信し、各基地局が共通の同期信号によって動作することが考えられる。
　しかし、ＧＰＳ信号を利用して同期をとる場合、各基地局装置が、ＧＰＳ受信機を備え



(3) JP 2010-11176 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

る必要があり、大型化・コストアップを招く。また、室内等のＧＰＳ信号を受信できない
環境に設置される基地局装置の場合、基地局間同期をとることが不可能になる。
【０００７】
　そこで、隣接する他の基地局が送信した信号の受信波に含まれるプリアンブル等の既知
信号波を用いて、隣接する当該他の基地局の送信タイミングを特定し、当該送信タイミン
グで同期をとることが考えられる。
　この場合、移動端末との通信を行う周波数と同じ周波数を用いた無線通信で同期をとれ
るので、ＧＰＳ信号を受信する場合のＧＰＳ受信機のように同期用の特別な受信系が必要
ない。このため、基地局の小型化・コストダウンを図ることができ、室内等に設置される
小型の基地局として適したものとなる。
【０００８】
　ところが、上記方法の場合、当該基地局と、隣接する他の基地局との間の伝搬経路によ
っては、受信波の信号品質が低く、精度良く同期信号を検出できない場合がある。また、
他の基地局からの受信波は、自己のエリア内の移動端末等に向けて送信されているもので
あるので、当該基地局に対する通信品質を高めるために他の基地局の送信条件を調整する
といった方法は採れない。
　そこで、例えば、アダプティブアレイアンテナシステム等を用いて適切な指向性を有す
る受信ビームを形成し、当該基地局のアンテナの指向性を隣接する他の基地局に向けるこ
とで、干渉波等の影響を小さくし、受信波の受信品質を高めることが考えられる。
【０００９】
　ここで、アダプティブアレイアンテナシステムは、相手局との間の伝搬特性等を把握し
、信号波の到来方向を推定して受信ビームを形成するものである。しかし、相手局との間
の伝搬特性を把握するには、相手局との間で通信タイミングが一致し同期がとれている状
態であることを要する。
　これに対して、上記のように移動端末との間で通信するために他の基地局が発している
同期信号を受信しようとする場合には、他の基地局との間で同期がとれていない可能性も
あり、他の基地局との間の伝搬特性等が把握できない。このため、他の基地局からの受信
波の到来方向が推定できず、適正な受信ビームを形成することが困難である。その結果、
従来は、同期信号を精度良く検出することが困難であった。
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、基地局間同期の際に、他の基地
局装置から送信された同期信号波を精度良く検出することができる基地局装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明は、他の基地局装置から送信された信号の受信波を用
いて基地局間同期を行う基地局装置であって、前記他の基地局装置から送信された信号を
、指向性の異なる複数の受信ビームパターンを用いて受信する受信部と、前記複数の受信
ビームパターンによって得られた複数の受信波から基地局間同期を行うための同期信号波
を検出する検出部と、前記複数の受信ビームパターンによって得られた複数の受信波から
、一の受信波を選択する選択部と、を備え、前記選択部により選択された受信波から検出
された前記同期信号波に基づいて、前記他の基地局装置との間での基地局間同期を行うこ
とを特徴としている。
【００１１】
　上記のように構成された基地局装置によれば、選択部が複数の受信ビームパターンによ
って得られた複数の受信波から一の受信波を選択するので、他の基地局装置からの受信波
の到来方向が推定できなくとも、複数の受信波の中から適正な受信ビームパターンにより
受信された受信波を選択することができる。これによって、基地局間同期の際に、他の基
地局装置からの受信波に含まれる同期信号波を精度良く検出することができる。
【００１２】
　また、前記選択部は、前記同期信号波の検出精度に基づいて、前記一の受信波を選択す
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るものであることが好ましい。
　この場合、選択部は、同期信号波がより精度よく検出された受信波を選択することがで
きる。
【００１３】
　前記検出部は、前記複数のビームパターンによって得られた複数の受信波それぞれにつ
いて、前記同期信号波に対応する信号波形との相関値を演算して、前記同期信号波を検出
し、前記選択部は、前記相関値に基づいて、前記一の受信波を選択するものであってもよ
い。
　この場合、一の受信波を選択するにあたって、複数の受信ビームパターンそれぞれで受
信される受信波ごとの相関値を互いに比較することができるので、一の受信波を容易に特
定することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明の基地局装置によれば、基地局間同期の際に、他の基地局装置か
ら送信された同期信号波を精度良く検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。図１は、
基地局装置（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）ＢＳ１，ＢＳ２、及び移動端末（ＭＳ：
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）ＭＳを有する無線通信システムの全体構成を示す図であ
る。この無線通信システムは、例えば、広帯域無線通信を実現するために直交周波数分割
多重（ＯＦＤＭ）方式や、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）方式をサポートするＩ
ＥＥＥ８０２．１６に規定される「ＷｉＭＡＸ」に準拠した方式が採用されている。
　各基地局装置ＢＳ１，ＢＳ２は、それぞれがカバーするエリア（セル）Ｅ１，Ｅ２内に
ある移動端末ＭＳとの間で通信が可能である。
【００１６】
　図２は、ＷｉＭＡＸにおける通信フレームの構成を示す図である。ＷｉＭＡＸにおける
通信フレームは、多数の基本フレームＦを時間軸方向に並べて構成されている。一つの基
本フレームＦは、プリアンブル（Ｐｒｅａｍｂｌｅ）、基地局装置の送信時間であるダウ
ンリンクサブフレーム（ＤＬ）、及び移動端末の送信時間であるアップリンクサブフレー
ム（ＵＬ）を時間軸方向に並べられており、いわゆるＴＤＤ（時分割複信）によって構成
されている。この基本フレームＦの時間幅は、５ｍｓｅｃに設定されている。
　プリアンブルは、基地局装置が移動端末に向けて送信する既知信号である。ダウンリン
クサブフレームは、基地局装置が移動端末に向けて送信する下りユーザデータ信号が格納
される範囲である。また、アップリンクサブフレームは、移動端末が基地局装置に向けて
送信する上りユーザデータ信号が格納される範囲である。
　すなわち、基地局装置が送信する送信信号は、上記プリアンブルを含んで構成されてお
り、さらに、前記送信信号に含まれるプリアンブルは、基本フレームＦの時間幅により定
まる一定の送信周期（５ｍｓｅｃ）で移動端末に向けて送信される。
【００１７】
　図２では、両基地局装置ＢＳ１，ＢＳ２それぞれの通信フレームを示している。隣接し
ている基地局装置間においては、図に示すように、互いの通信フレームが時間軸方向で同
期している必要がある。
　例えば、図１に示すように、移動端末ＭＳがエリアＥ２からエリアＥ１に移動する基地
局間移動を行う場合、移動端末ＭＳは、現在通信を行っている基地局装置ＢＳ２、及び次
に通信を行う基地局装置ＢＳ１の両方に対して通信を行うことになるが、図２に示すよう
に、隣接している基地局装置ＢＳ１，ＢＳ２で同期（基地局間同期）がとれていると、移
動端末ＭＳからみて、各基地局装置ＢＳ１，ＢＳ２からの送信タイミング（ダウンリンク
サブフレームのタイミング）と、各基地局装置ＢＳ１，ＢＳ２の受信タイミング（アップ
リンクサブフレームのタイミング）とが、それぞれ一致する。この結果、移動端末ＭＳは
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、二つの基地局装置からの信号を受信することができ、スムーズに基地局間移動が行える
。
【００１８】
　各基地局装置ＢＳ１，ＢＳ２は、隣接する他の基地局装置がＭＳに向けて送信している
信号波を受信し、この受信波に含まれるプリアンブルの部分である同期信号波としてのプ
リアンブル波に基づいて上記の基地局間同期を行う機能を有している。
　以下の説明では、基地局装置ＢＳ２が、基準となるタイミングで通信を行っており、基
地局装置ＢＳ１が、他の基地局装置としての基地局装置ＢＳ２との間で基地局間同期をと
る場合の手順に沿って、その機能を説明する。
【００１９】
　基地局装置ＢＳ１は、受信した信号を処理する処理部（プロセッサ）と、前記処理部に
よって実行されるコンピュータプログラム及び必要な情報（設定情報等）が記録されたメ
モリ等の記憶装置とを有している。
　図３は、基地局装置ＢＳ１の前記プロセッサが前記コンピュータプログラムを実行する
ことによって実現される機能を示すブロック図である。図３において、基地局装置ＢＳ１
は、複数のアンテナ１０と、基地局装置ＢＳ２からの送信信号の受信波を受信する受信部
１１と、受信部１１からの出力に基づいて基地局間同期ための制御を行う受信制御部２０
とを有している。
　さらに、基地局装置ＢＳ１は、移動端末ＭＳからの受信波について信号処理を行う信号
処理部３０とを有している。この信号処理部３０は、図示しないＦＦＴや、復調器等を有
しており、基地局装置ＢＳ２との間で基地局間同期をとり、移動端末ＭＳとの間で通信を
確立した後の高速フーリエ変換、復調処理といった信号処理を行いデータ信号を取得する
ための機能を有している。
【００２０】
　受信部１１は、複数のアンテナ１０が受信する受信波それぞれにウエイトを乗算するウ
エイト乗算部１２と、ウエイト乗算部１２からの出力を加算する加算部１３と、ウエイト
乗算部１２にウエイトを供給するウエイト供給部１４とを有しており、いわゆるアダプテ
ィブアレイアンテナシステムを構成している。すなわち、受信部１１は、複数のアンテナ
１０それぞれが受信する受信波それぞれに対してウエイト供給部１４から供給されるウエ
イトＷを乗算し、それぞれウエイトＷが乗算された各受信波を加算した合成波を受信波と
して出力する。
　なお以下では、理解を容易とするため、図３に示すように、アンテナ１０、及びウエイ
ト乗算部１２は、二つのアンテナ１０ａ，１０ｂ、及び、これらに対応する第一及び第二
のウエイト乗算部１２ａ，１２ｂのみ有する構成として説明する。
【００２１】
　図４は、ウエイト供給部１４、及び受信制御部２０の構成を示すブロック図である。
　ウエイト供給部１４は、ウエイト乗算部１２に供給するための複数のウエイトを記憶し
ている記憶部１５と、記憶部１５に記憶されている複数のウエイトの内、ウエイト乗算部
１２に供給するためのウエイトを選択し設定するウエイト設定部１６とを有している。
【００２２】
　図５は、記憶部１５が記憶しているウエイトの内容を示す図である。記憶部１５は、第
一及び第二のウエイト乗算部１２ａ，１２ｂのそれぞれに供給するためのウエイトＷ１，
Ｗ２を複数記憶している。これらウエイトＷ１，Ｗ２は、それぞれ予め定めた振幅比及び
位相の値を組み合わせることで設定されたものが複数種類用意されている。具体的には、
図５に示すように、位相については、０～πを８等分した９種の値が設定されており、振
幅については、互いの比率として１／２，１，２の３種が設定されている。従って、両ウ
エイトＷ１，Ｗ２は、異なる設定のものがそれぞれ２７種類用意されている。
【００２３】
　ウエイト設定部１６は、記憶部１５が記憶している両ウエイトＷ１，Ｗ２の中から、そ
れぞれ一のウエイトＷ１（ｎ），Ｗ２（ｎ）（ｎ＝１～２７）を、自己の判断、又は受信
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制御部２０からの出力に基づいて選択設定し、それぞれ選択したウエイトＷ１，Ｗ２を組
み合わせてウエイト乗算部１２に供給する。
　ここで、受信部１１によって形成される受信ビームのパターンは、ウエイトＷ１及びウ
エイトＷ２の組み合わせによって定まる。すなわち、受信部１１による受信ビームのパタ
ーン数は、記憶部１５に記憶されている各ウエイトＷ１，Ｗ２の組み合わせの数によって
定まる。ウエイトＷ１は、上述のように２７種類用意されている。一方、ウエイトＷ２に
おいては、振幅が互いの比率で設定されていることから、ウエイトＷ１の振幅比が定まれ
ばウエイトＷ２の振幅比も定まるため、ウエイトＷ１に対して組み合わされる数は９種類
となる。よって、各ウエイトＷ１，Ｗ２の組み合わせの数は２４３種類であり、互いに指
向性の異なる受信ビームのパターン数は２４３種類となる。
【００２４】
　このように、記憶部１５は、ウエイトＷ１，Ｗ２をそれぞれ複数個記憶することで、２
４３種類の指向性の異なる受信ビームパターンを記憶している。
　ウエイト設定部１６は、選択するウエイトＷ１，Ｗ２の組み合わせによって、複数の受
信ビームパターンの中から一の受信ビームパターンを選択設定し、ウエイト乗算部１２に
供給することができる。
　これによって、受信部１１は、指向性の異なる複数の受信ビームパターンを用いて基地
局装置ＢＳ２からの受信波を受信することができる。また、受信部１１は、指向性の異な
る複数の受信ビームパターンによって得られる複数の受信波を受信制御部２０に出力する
。
【００２５】
　図４に戻って、受信制御部２０は、受信部１１からの受信波に基づいて、同期信号であ
るプリアンブル波を検出する検出部２１と、上記複数の受信ビームパターンによって得ら
れる受信波から、基地局間同期に用いるための受信波として一の受信波を選択する選択部
２２とを有している。
　検出部２１は、受信部１１からの受信波に含まれるプリアンブル波を検出するために、
受信波とプリアンブル波との間の相関値を演算する。
　選択部２２は、複数の受信ビームパターンによって得られる受信波から前記一の受信波
を選択するとともに、その結果をウエイト設定部１６に出力する。これら検出部２１、及
び選択部２２の具体的な機能については、後に詳述する。
【００２６】
　また、基地局装置ＢＳ１は、検出部２１が出力するプリアンブル波の送信タイミングに
基づいて自身の送信タイミングの同期処理を行う同期処理部２３をさらに有している。
【００２７】
　次に、上記構成の基地局装置ＢＳ１が、基地局装置ＢＳ２との間で基地局間同期をとる
際の具体的手順について説明する。
【００２８】
　図６は、基地局装置ＢＳ１が行う基地局間同期の処理手順を示すフローチャートである
。
　基地局装置ＢＳ１は、基地局間同期を行うことを決定すると、基地局装置ＢＳ２が自己
のエリアに位置する移動端末ＭＳに向けて送信している信号波を受信波として受信する（
ステップＳ１０１）。
　次に、基地局装置ＢＳ１は、ウエイト供給部１４に、予め定められた初期値としてのウ
エイトＷ１，Ｗ２を選択させて、この選択したウエイトＷ１，Ｗ２の初期値をウエイト乗
算部１２に供給させる（ステップＳ１０２）。
　受信波を受信した基地局装置ＢＳ１の受信部１１は、供給されているウエイトＷ１，Ｗ
２に基づいて得られた合成波を受信波として受信制御部２０に出力する。
【００２９】
　受信部１１から受信波を受け取った受信制御部２０は、当該受信波に含まれるプリアン
ブル波を検出するために、受信波とプリアンブル波との間の相関値を検出部２１に演算さ
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せる。
【００３０】
　図７は、受信波に基づいてプリアンブル波を検出する方法の一例を示している。上述の
ようにプリアンブルは既知信号であるので、そのプリアンブル波に対応する信号波形も既
知である。
　検出部２１は、プリアンブル波の既知波形と、受信波における所定部分の信号波との相
関値の演算を、時間軸方向に送引しつつ行うことで、相関値の時間軸方向の変化を把握す
る。
　具体的には、プリアンブル波の既知波形の離散時間領域での信号波をＰ（ｎ）（ｎ＝１
，・・・Ｎ、Ｎはプリアンブル波の長さ）、被検出波における所定部分の信号波をＸ（ｎ
）とすると、検出部２１は、図７（ａ）に示す被検出波に対して、下記式に基づいて、時
間方向にスライディング相関を取り、相関値の時間軸方向の変化を把握する。
【００３１】
【数１】

【００３２】
　なお、上記式中、ｋは、受信波の範囲内における時間を示している。
　そして、検出部２１は、図７（ｂ）に示すように、信号波Ｘ（ｎ）と、既知波形Ｐ（ｎ
）との相関値のピーク値を取得するとともに、相関値がピーク値をとった位置を、受信波
においてプリアンブル波が含まれている時間方向の位置ｋとして検出することができる。
【００３３】
　ここで、検出部２１は、検出部２１の演算によって得られる、プリアンブル波が含まれ
ている時間方向の位置ｋに基づいて、プリアンブル波の送信タイミングについても検出す
るように構成されている。従って、相関値のピーク値が明瞭に把握できれば、基地局間同
期のための同期タイミングをより正確に検出することができる。
　そこで、図６に戻って、検出部２１は、上記演算によって得られる、受信波とプリアン
ブル波との間の相関値のピーク値、及びプリアンブル波の送信タイミングを取得する。つ
いで、検出部２１は、取得した相関値のピーク値を選択部２２に出力する。相関値のピー
ク値を受け取った選択部２２は、このピーク値、及びプリアンブル波の送信タイミングを
記憶する（ステップＳ１０３）。
【００３４】
　次に、選択部２２は、ウエイトＷ１，Ｗ２の組み合わせによって定まる全ての受信ビー
ムパターンについてのピーク値を取得し記憶したか否かを判断する（ステップＳ１０４）
。全ての受信ビームパターンについてのピーク値を取得し記憶していないと判断すると、
選択部２２は、ウエイト供給部１４のウエイト設定部１６に、現状のウエイトＷ１，Ｗ２
と異なる組み合わせのウエイトＷ１，Ｗ２を設定させ、ウエイト乗算部１２に供給させる
（ステップＳ１０５）。このとき、ウエイト設定部１６は、各ウエイトＷ１，Ｗ２の組み
合わせによって定まる全ての受信ビームパターンについて、予め定めた順序で設定する。
【００３５】
　その後、ステップＳ１０３に戻り、前回と異なる組み合わせのウエイトＷ１，Ｗ２によ
って、相関値の演算、そのピーク値の取得、及び記憶がなされ（ステップＳ１０３）、全
ての受信ビームパターンについてのピーク値の取得、記憶がなされたか否かが判断される
（ステップＳ１０４）。
【００３６】
　ここで、選択部２２がステップＳ１０４にて行う、全ての受信ビームパターンについて
のピーク値の取得、記憶がなされたか否かの判断については、ウエイト設定部１６からウ
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エイトＷ１，Ｗ２に関する情報を取得することで、判断することができる。すなわち、選
択部２２は、ウエイト設定部１６から得られるウエイトＷ１，Ｗ２に関する情報に基づい
て、現在受信している受信波がどのウエイトＷ１，Ｗ２が組み合わされて受信ビームが形
成されているかを把握することもできるし、ウエイト設定部１６は、受信ビームパターン
を予め定めた順序で選択するので、選択部２２は、その順番、個数を把握しておくことで
、現状のウエイトＷ１，Ｗ２を把握することもできる。これにより、全ての受信ビームパ
ターンについてのピーク値が取得されたか否かを判断することができる。
【００３７】
　以上のように、ステップＳ１０４において、全ての受信ビームパターンについてのピー
ク値が取得され記憶されたと判断されるまで、ステップＳ１０３～Ｓ１０５が繰り返され
る。この間、ウエイト設定部１６は、各ウエイトＷ１，Ｗ２の組み合わせによって定まる
全ての受信ビームパターンについて、予め定めた順序で逐次選択設定する。受信制御部２
０は、その選択設定された受信ビームパターンそれぞれについての受信波を受信し、相関
値のピーク値、及びプリアンブル波の送信タイミングを取得する。
【００３８】
　ステップＳ１０４において、全ての受信ビームパターンについてのピーク値が取得され
記憶されたと判断されると、選択部２２は、全ての受信ビームパターンについてのピーク
値を比較、判定することで、最大のピーク値を求め、全ての受信波の中で最大のピーク値
が得られた受信波を、基地局間同期に用いるための受信波（一の受信波）として選択する
（ステップＳ１０６）。
【００３９】
　このように、最大の値を採るピーク値が得られた受信波を選択することで、現状、基地
局装置ＢＳ２との間で、最も相関値のピーク値を高く採れる受信ビームパターンを把握す
ることができる。つまり、相関値は、プリアンブル波の検出精度を示す値であり、この相
関値に基づいて、前記一の受信波を選択することで、プリアンブル波を精度良く検出する
ことができる受信波が選択できる。このような相関値の高い受信波は、上述のように、基
地局間同期のための同期タイミングを正確に検出することができるため、基地局間同期に
好適に用いることができる。
【００４０】
　次に、基地局装置ＢＳ１は、選択部２２に、上記選択した受信波に対応するプリアンブ
ル波の送信タイミングを同期処理部２３に出力させる。同期処理部２３は、プリアンブル
波の送信タイミングに基づいて、自己の通信フレームに関する設定を調整し、基地局装置
ＢＳ２との間で基地局間同期を行う（ステップＳ１０７）。
【００４１】
　上記のように構成された基地局装置ＢＳ１によれば、選択部２２が複数の受信ビームパ
ターンによって得られた複数の受信波の中から、基地局間同期に用いるための受信波とし
て一の受信波を選択するので、基地局装置ＢＳ２からの受信波の到来方向が推定できなく
とも、複数の受信波の中から適正な受信ビームパターンにより受信された受信波を選択す
ることができる。これによって、基地局間同期の際に、基地局装置ＢＳ２からの受信波に
含まれる同期信号波を精度良く検出することができる。
【００４２】
　また、上記実施形態において、検出部２１は、複数のビームパターンによって得られた
複数の受信波それぞれについて、プリアンブル波に対応する既知波形との相関値を演算し
て、前記プリアンブル波を検出し、選択部２２は、前記相関値に基づいて、前記一の受信
波を選択するので、当該一の受信波を選択するにあたって、複数の受信ビームパターンそ
れぞれで受信される受信波ごとの相関値を互いに比較することができ、前記一の受信波を
容易に特定することができる。
【００４３】
　図８は、本発明の他の実施形態に係る基地局装置ＢＳ１が行う基地局間同期の処理手順
を示すフローチャートである。本実施形態と上述の実施形態との相違点は、選択部２２が
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、ウエイトＷ１，Ｗ２の組み合わせによって定まる全ての受信ビームパターンそれぞれに
ついてのピーク値の取得及び記憶を行わず、ピーク値が所定の閾値以上であると判定する
と、ウエイト設定部１６によるウエイトＷ１，Ｗ２の選択設定を中止し、そのピーク値を
採る受信波を、前記一の受信波として選択する点である。
【００４４】
　図８において、ステップＳ２０１、Ｓ２０２については上記実施形態と同様である。ス
テップＳ２０３において、検出部２１は、上記実施形態と同様の手順によって相関値のピ
ーク値を取得する（ステップＳ２０３）。その後、検出部２１は、取得した相関値のピー
ク値を選択部２２に出力する。
【００４５】
　相関値のピーク値を受け取った選択部２２は、この現状の相関値のピーク値が予め定め
られた閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ２０４）。現状の相関値のピーク値
が前記閾値以上であると判定すると、選択部２２は、現状の受信波を基地局間同期に用い
るための受信波として選択する。（ステップＳ２０６）。以降のステップＳ２０７は、上
記実施形態のステップＳ１０７と同様である。
【００４６】
　一方、現状の相関値のピーク値が前記閾値より小さいと判断すると、選択部２２は、上
記実施形態と同様、ウエイト設定部１６に、現状のウエイトＷ１，Ｗ２と異なる組み合わ
せのウエイトＷ１，Ｗ２を選択設定させ、ウエイト乗算部１２に供給させる（ステップＳ
２０５）。
　その後、ステップＳ２０３に戻り、前回と異なる組み合わせのウエイトＷ１，Ｗ２によ
って、相関値の演算、及びそのピーク値を取得する（ステップＳ２０３）。
　ついで、ステップＳ２０４に進み、現状のピーク値が閾値以上と判定されるまで、ステ
ップＳ２０３～Ｓ２０５が繰り返され、最終的にピーク値が閾値以上となったときにステ
ップＳ２０６に進み、現状の受信波が基地局間同期に用いるための受信波（一の受信波）
として選択部２２によって選択される。
【００４７】
　本実施形態では、選択部２２は、ピーク値が所定の閾値以上であると判定すると、その
段階で受信波を選択するので、全ての受信ビームパターンそれぞれについてのピーク値の
取得及び記憶を行わない。このため、処理が簡略化される。
　また、本実施形態において、選択部２２は、閾値に基づいた判定により、基地局間同期
に用いるための受信波の特定を行うので、閾値を適宜調整することで、基地局装置ＢＳ２
との間の伝搬環境等に応じて柔軟に対応することができる。すなわち、閾値を下げれば、
その判定基準が下がることでタイミング検出の精度が低下する一方、受信波を特定するに
至るまでの速度を上げることができる。また、閾値を上げれば、前記速度は下がるがタイ
ミング検出の精度を高めることができる。このように、当該基地局装置ＢＳ１の目的や状
況に応じて調整が可能となる。
【００４８】
　なお、本発明は、上記各実施形態に限定されるものではない。上記実施形態では、受信
部１１におけるアンテナ１０及びウエイト乗算部１２が、それぞれ二つのアンテナ１０ａ
，１０ｂ、及び、これらに対応する第一及び第二のウエイト乗算部１２ａ，１２ｂのみ有
する構成として説明したが、より多数本のアンテナを備えた構成とすることもできる。な
お、この場合、記憶部１５に記憶されるウエイトもアンテナ数に応じて用意することを要
する。
　また、記憶部１５に記憶されるウエイトについて、その位相及び振幅の種類の数は適宜
変更することができるし、例えば、比較的受信波を受信する際に比較的影響の大きい位相
のみを複数種類用意し、振幅は固定値とする構成を採ることもできる。
【００４９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示さ
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れる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】基地局装置、及び移動端末を有する無線通信システムの全体構成を示す図である
。
【図２】ＷｉＭＡＸにおける通信フレームの構成を示す図である。
【図３】基地局装置のプロセッサがコンピュータプログラムを実行することによって実現
される機能を示すブロック図である。
【図４】ウエイト供給部、及び受信波特定部の構成を示すブロック図である。
【図５】記憶部１５が記憶しているウエイトの内容を示す図である。
【図６】基地局装置が行う基地局間同期の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】受信波に基づいてプリアンブル波を検出する方法の一例を示している。
【図８】本発明の他の実施形態に係る基地局装置が行う基地局間同期の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　アンテナ　　　１１　受信部　　　１２ウエイト乗算部　　　１３　加算部
　１４　ウエイト供給部　　　１５　記憶部　　　１６　ウエイト設定部
　２０　受信制御部　　　２１　検出部　　　２２　選択部
　２３　同期処理部　　　３０　信号処理部　　　ＢＳ１，ＢＳ２　　基地局装置
　ＭＳ　　移動端末　　　Ｅ１，Ｅ２　　エリア

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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